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東京地裁昭和四九年(行ウ)第一七五号、五〇・九・三〇判決

判 決

原 告 株式会社寿建築研究所

被 告 東京都地方労働委員会

参加人 建設関連産業労働組合

主 文

被告が、参加人を申立人、原告を被申立人とする都労委昭和四八年(不)第九〇号不当

労働行為救済申立事件につき、昭和四九年一一月五日付でした命令を取消す。

訴訟責用は被告及び参加人の負担とする。

事 実

第一 当事者の求めた裁判

一 原告

主文第一項と同旨及び訴訟費用は被告の負担とする、との判決

二 被告及び参加人

原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする、との判決

第二 当事者の主張

一 請求の原因

1 参加人は原告を相手方として、被告に対し団体交渉拒否を理由に不当労働行為救

済の申立をしたところ、被告は、右申立にかかる都労委昭和四八年(不)第九〇号事

件について、昭和四九年一一月五日付で、「被申立人株式会社寿建築研究所は、申

立人建設関連産業労働組合が申し入れた同組合所属の組合員 X1 の解雇の件につい

ての団体交渉を、(ｱ)団体交渉を再開することは無意味であること、(ｲ)組合が暴力

を振うおそれがあることを理由として拒否してはならない。」旨の命令(以下「本

件救済命令」という)を発し、右命令書の写は同年一一月二〇日に原告に交付され

た。

2 しかし、本件救済命令は違法であるから、その取消を求める。

二 請求原因事実に対する被告および参加人の認否

請求原因事実は認める。

三 本件救済命令の適法性についての被告および参加人の主張(被告)

1 当事者関係

原告は肩書地に事務所を置き、建築設計・監理等を業とする株式会社であり、そ

の従業員数は副所長以下一五名である。参加人は建設関連産業に従事する労働者を

もって組織される労働組合であり、組合員数は約四〇名である。

2 救済の申立

原告は副所長 Y1 を通じて従業員 X1 に対し、昭和四七年七月一日に解雇する旨

の(この解雇を以下「一次解雇」という。)、さらに昭和四八年四月七日に同年五月

七日をもって解雇する旨の(この解雇を以下「二次解雇」という。)各意思表示をし

た。参加人は、原告に対し参加人の組合員である右 X1 のこれら解雇の件について

団体交渉の申入れをしたところ、原告がこれを正当な理由がなく拒否しており、右

は不当労働行為に該当するとして、同年一〇月一六日被告に対し原告に団体交渉を
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拒否してはならないことを命ずる救済の申立をした。

3 不当労働行為の成立

(一) 当初の団体交渉

原告と参加人は X1 の一次解雇をめぐり昭和四七年七月二六日以降団体交渉

を行い、同年一一月二八日の団体交渉において原告から X1 の解雇事由として

具体的事実が示されたが、その評価をめぐって参加人と原告の見解が対立した

まま交渉が進展せず、昭和四八年一月一七日の団体交渉でも互いに従来の主張

を繰り返すばかりで交渉が行詰り状態になったため、遂に原告が団体交渉の決

裂を宣言した。その際、原告と参加人は情勢の変化があれば団体交渉を再開す

る旨を約した。

(二) 原告の団体交渉拒否

(1) 参加人は同年三月七日、原告に対し、X1 の一次解雇に関する団体交渉の

再開を申入れ、併せて団体交渉の場所を時間的制約のない原告事務所とす

ることを強く要望したが、原告は同月九日付文書で、同月一四日午後六時

三〇分から八時までの間目黒区福祉センターにおいて双方出席者を各七名

以内として団体交渉に応ずる旨参加人に回答した。そこで同月一四日午後

五時五〇分頃、X1 ら四名の参加人の組合員が原告事務所に赴き、副所長 Y1
に対し同日の団体交渉の場所を会社事務所に変更するよう強く要求したの

に対し、Y1 副所長は既定方針どおり目黒区福祉センターで行うとの態度を

変えず、右要求を拒否した。そのやりとりの間、右組合員らと、Y1 副所長

及び設計室長 Y2 が激しくもみ合ったことがあって、結局当日の団体交渉

は行われなかった。

(2) 翌一五日、参加人が再び原告に文書で団体交渉を申入れたところ、原告

は同日付内容証明郵便で参加人に対し、参加人が前記三月一四日の行為を

文書をもって謝罪し、かつ今後かかる暴力行為を一切行わないことを誓約

しない限り如何なる団体交渉の申入れにも応じない旨を通告した。次いで

同月二二日、団体交渉を申入れるため X1 ら組合員五名が原告事務所に入

ろうとしたところ、Y1 副所長がこれを阻止しようとしたので再びもみ合い

となった。

(3) 参加人は、その後本件救済の申立をするまでの間に、原告に対しほぼ一

週間ごとに、X1 の解雇の件(前記二次解雇がなされた後はこれを含む。)に

ついて原告事務所で団体交渉を再開すべき旨を申入れ続けたけれども、原

告はこれに応ぜず、同年九月二七日付文書で、(ｱ)参加人は暴力を公然とふ

るいかつこれを正当視するものであるから会社側交渉委員の身の安全の上

からも参加人とは到底交渉しえないこと、(ｲ)団体交渉が決裂した前記一月

一七日以降全く譲歩の余地がなくかつ事態の進展がないことを理由として、

団体交渉の申入れに応じられない旨回答し、以後このような態度を固持し

ている。

(三) 原告の不当労働行為

原告は団体交渉が決裂した同年一月一七日までは参加人と団体交渉を行った
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といいうるけれども、その後参加人からの団体交渉再開申入れを拒否している

ことについては、以下の諸点から正当な理由がないというべきである。

(1) 団体交渉決裂後の情勢の変化について

団体交渉は労使間における懸案を自主的かつ平和裡に解決することを目

的とする制度であるところ、原告と参加人は団体交渉が決裂して以来本件

救済命令発布当時まで既に一年半以上一度も団体交渉を行わないままで経

過したのであるから、重ねて団体交渉を再開することが無意味であるとは

断定しがたく、したがって、原告は団体交渉が決裂して以来情勢に変化が

ないから無意味であるとして団体交渉再開を拒否することはできないもの

というべきである。

(2) 参加人の暴力行使の虞について

暴力の行使はいかなる場合にも否定すべきであるから、同年三年一四日

及び二二日における参加人の組合員らの前記行動は団体交渉の申入れのた

めといえども許されず、参加人はかかる行為を厳しく自戒すべきであるが、

右一四日に生じた混乱は原告が団体交渉の場所や時間について参加人の要

望を全く無視したことにも一因があり、しかも当日原告側が全く暴力を行

使しなかったとも断定しがたい。そして、このような暴力を伴った紛争は

原告が団体交渉の再開に応ずるか否かをめぐって発生したものであり、参

加人がこれまで団体交渉の席上で暴力をふるったとは認められないのであ

って、団体交渉の場所や時間等について原告が参加人の要求を容れて会社

事務所内で団体交渉を再開したとしても、参加人が団体交渉の席上で暴力

をふるうとは認められない。それ故、前記のような団体交渉制度の趣旨に

照らすと、原告が、団体交渉決裂後一年半以上経過した今なお参加人が暴

力をふるう虞があることを理由に団体交渉を拒否し続けていることは正当

とはいえず、到底容認できない。

4 救済の認容

そこで、被告は、参加人の救済申立を理由があると判定して、原告が参加人の申

入れた X1 の一次及び二次解雇の件についての団体交渉を拒否してはならない旨の

本件救済命令を発したものである。

5 後記原告の反論中、五 1(二)のうち原告がその主張のような通告をしたこと、同 2
(二)のうち斡旋委員立会で行われた団体交渉終了までならびに和解の斡旋打切まで

の各経緯が原告主張のとおりであり、右団体交渉以後被告が原告に対し自主交渉す

るよう勧告したことがないことは認めるが、その余を争う。

(参加人)

1 昭和四八年一月一七日の団体交渉決裂後、当庁における昭和四七年(ヨ)第二三四

八号 X1 の地位保全仮処分申請事件の第一回口頭弁論期日に施行された原告申請に

かかる証人尋問により既に一次解雇が過酷に失し不当であることが明らかとなって

重大な情勢の変化が生じたので、参加人は同年三月七日 Y1 副所長を通じて原告に

対し、団体交渉の再開を求めるとともに団体交渉がこま切れにならないよう団体交

渉の場所を使用時間の制限されない原告事務所とするように説得したところ、Y1
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副所長は善処する旨答えておきながら、同月九日付の原告の回答においては前記の

とおり交渉時間を異例に短かく一時間半に限定し団体交渉の場所は目黒区福祉セン

ターとするものであった。しかも同センターが碑文谷警察署の向い側にあることか

らして、原告が従前の団体交渉の際に用いたやり方と同様に、交渉の進展によって

窮するや暴力行為があった旨の虚偽の申告をして団体交渉の場に警察力を導入し、

そのどさくさに紛れて交渉を打切る意図であることが明らかであった。

2 そこで、同月一四日午後六時頃、参加人書記長 X2 と X1 ら組合員合計四名が原

告事務所を訪れ、Y1 副所長に対し同日の団体交渉の場所を同事務所に変更し時間

も延長するように協議を申し入れたが、同副所長は団交場所は目黒区福祉センター

に決定していると一方的に断定して参加人の右申入れに取合わず、やにわに組合員

四名を事務所から排除しようとして両手で次々と突きとばし、折から帰社した Y2
設計室長もいきなり両手で X2 書記長を突きとばしてエレベーターホールの扉に叩

きつけ、引き続き同所において、同人の上衣の両襟を摑んで締めあげながら壁に押

しつけて左下腿部を蹴りあげ、これを制止しようとした X1 の右顔面を手拳で殴打

し、さらに原告事務所前の目黒通りで X2 書記長の上衣の両袖を摑んで振り廻しそ

の付根部分をそれぞれ約一五センチメートル引裂く等の暴行を加えていずこかへ立

ち去り、右暴行により同書記長に対し全治五日を要する左下腿擦過傷を、X1 に対

し全治四日を要する右顔面打撲傷を負わせた。やがて団体交渉の開始予定時間にな

ったので、参加人が直ちに同事務所で団体交渉を開始するよう提案したところ、Y1
副所長はこれに応じて平穏に団体交渉が開始されたが、その直後、Y2 設計室長ら

が警察官を連れてきて「団交は中止だ。」と喚きたてながら強引に同副所長を退出

させ、同日の団体交渉を中止させた。

3 右団体交渉を中止にいたらしめた際参加人に対し次回の団体交渉の日時場所を後

日回答する旨約したにも拘らず、原告が翌日前記のとおり参加人を一方的に非難す

る通告を行って団体交渉を拒否したため、同月二二日午前八時頃組合員四名がこれ

に抗議するとともに団体交渉を申入れかつその日時場所について協議をなすべく同

事務所に赴いたところ、Y1 副所長は扉に施錠して面会を拒絶し、右組合員らが折

から出勤してきた女子従業員に開錠して貰い入所しようとするや、いきなり内側か

ら扉ごと同人らめがけて体当りを加え、全く協議に応ぜず、遂には参加人の団体交

渉申入書を床に叩きつけた。

4 同年七月五日参加人は被告に対し団体交渉促進の斡旋を申請したところ、原告が

参加人において X1 の原職復帰を主張する限り斡旋に応じないとの立場を固執した

ので、斡旋委員は斡旋申請の趣旨を拡張し、X1 の解雇についての和解を斡旋する

件を加えてはどうかと提案したけれども、原告が X1 の原職復帰を含む限りこれに

も応じないとの態度をとったため、斡旋は不調に終った。

5 以上のとおり参加人組合員らが原告代表者や従業員等に対し暴力を行使したこと

はなく、また X1 の二次解雇についての団体交渉は一度も行われたことがないので

あって、原告は正当な理由なく団体交渉を拒否しているものである。

6 後記原告の反論中、五 1(二)のうち原告がその主張のような通告をしたこと、同 1
(三)及び(六)のうち参加人が右通告にかかる条件の受諾を拒否していること、同 2
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(二)のうち斡旋委員立会の団体交渉が、労使の主張が平行線をたどり妥協のきざし

を見出せないまま終了したこと、被告が以後原告に対し自主交渉するよう勧告した

ことはないことを認め、その余を争う。

四 被告及び参加人の主張に対する原告の認否

1 被告主張事実 1 のうち原告がその主張のような株式会社であることを認めるが、

その余は知らない。同 2 及び 3(一)の事実は認める。同 3(一)(1)のうち参加人が三

月七日に団体交渉の再開を申し入れ、原告が同月九日に回答したこと、同月一四日

に X1 ら組合員四名が原告事務所に来たこと、Y1 副所長が団体交渉を目黒区福祉

センターで行う旨回答したことは認めるが、その余は否認する。同 3(二)(2)のう

ち同月一五日原告が参加人に対し内容証明郵便で通告したこと、同月二二日、X1
ら組合員五名が同事務所に入ろうとしたことは認めるがその余は否認する。同 3
(二)(3)の事実は認める。同 3(三)は争う。

2 参加人主張事実 1 のうち参加人が昭和四八年三月七日団体交渉の再開を求め、同

月九日原告がその主張のような回答をしたことは認めるが、その余は争う。同 2 の

うち X1 ら組合員四名が原告事務所を訪れたこと、同 3 のうち組合員らが同事務所

に入ろうとしたことを認め、いずれもその余の事実を否認する。同 4 のうち参加人

がその主張のとおり斡旋申請をしたこと及び右斡旋が不調に終ったことは認める

が、その余の事実を争う。同 5 のうち、X1 の二次解雇についての団体交渉が行わ

れていないことは認める。

五 原告の反論

本件救済命令は次の理由により事実を誤認し、事実の認定を遺脱し、ならびに労

組法七条二号の解釈と適用を誤った違法な行政処分である。

1 原告は参加人との団体交渉を拒否しているものではなく、平然と暴力を行使する

参加人に対し、交渉委員の身体の安全と団体交渉が制度目的に副い平和裡に行われ

る保障を確保するため、団体交渉を再開する前提として、暴力を行使したことを文

書で謝罪し、かつ暴力行為を一切行わない旨誓約することを求めているものである。

(一) 参加人は原告と昭和四八年三月一四日午後六時三〇分から目黒区福祉センタ

ーで団体交渉を行う旨合意をしておきながら、その直前の同日午後五時五〇分

頃、X1 ら組合員四名が突然原告事務所に乱入し、Y1 副所長に対し同所で団体

交渉に応ぜよと強要し、同副所長がこれを拒否するや、逐次応援にかけつけた

組合員らを含む約一〇名でもって、同副所長、総務部長 Y3 及び設計員 Z1 に

対して暴力を振い、事態を案じてかけつけた Y2 設計室長にも暴力を加えるな

ど、約四〇分後原告側の通報により警察官が出動してくるまで乱暴狼藉の限り

を尽した。

(二) このように組合員らは団体交渉開始予定の直前に俄かに団体交渉の場所を原

告事務所へ変更するよう要求し、これを拒否されるや一方的に長時間暴力を行

使したのであるから、団体交渉の席上においても参加人の要求を容れないとき

は参加人が力ずくでその要求を容れさせようとして同様の暴力を行使する虞が

あって、平穏な交渉を期待できないとともに Y1 副所長らが危害を受ける危険

があったので、原告は同日の団体交渉を中止せざるをえなかったものであり、
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翌一五日、前記のとおり参加人に対し、右暴力行為の謝罪と今後かかる暴力行

為を行わない旨誓約しない限り団体交渉に応じないことを通告したのである。

(三) 参加人は右通告にかかる条件を受諾しないばかりでなく、その後も暴力の行

使を止めず、同月二二日午前九時一〇分頃、X1 ら組合員五名は、会社事務所

に乱入しようとし、これを防ごうとして Y1 副所長が閉めている扉を多勢の力

で押し開けて事務所内に侵入し、右衝撃により転倒した同副所長の臀部を X1
が足蹴りし、組合員らが「団交を開け」などと大声で喚き散らして事務所内を

騒然とさせ、業務の支障を避けるため廊下に出た右副所長を取り囲んで大声で

罵声を浴せ、X1 が矢庭に同人の首を両手で締めつけ、逃げようとする同人を

抑えつけて首を両手で締めたまま後頭部を背後の壁に数回叩きつけ、他の組合

員らが同人を押えつけて股間を蹴上げ、激痛の余り前にのめり込んだ同人の腹

部を手拳で強打し、足を踏みつけ背中を強くつねるなど、抗拒できない同人に

対しほしいままに暴力をふるった。

(四) 以上のとおり、原告は団体交渉が暴力の行使を伴わず平穏に行われることを

確保するため、団体交渉開催の前提として、参加人に対し暴力の行使を謝罪し

及びその不行使を誓約することを求めざるをえないのであって、この要求を参

加人が受諾することを条件として団体交渉を応諾しているのに参加人はその行

動を正当と主張して右条件の受諾を拒否しているため団体交渉を開催できない

のであるから、原告が団体交渉を拒否していないことは明らかである。

2 仮りに原告が団体交渉を拒否しているとしても、次の諸点から原告には団体交渉

を拒否するにつき正当な理由がないとすることはできない。

(一) 参加人は団体交渉の場で暴力を行使する虞がある。

参加人は前記のとおり昭和四八年三月一四日団体交渉開始の直前に原告に対

し団体交渉場所の変更を要求して一方的に暴力をふるい、翌日の通告によって

も反省せず、その後も団体交渉の開催等を求めて暴力の行使を繰り返している

のであるから、現状のまま原告が団体交渉に臨めば団体交渉の場で参加人から

暴力をふるわれる虞が大きいので、参加人との団体交渉に応ずることができな

い。

(二) 団体交渉決裂後の情勢の変化はない。

原告は参加人が被告に対し申請した団体交渉促進斡旋事件において、被告立

会のもとであれば参加人が暴力行為に及ぶ危険はあるまいと判断し昭和四八年

九月五日被告の斡旋委員立会のもとに参加人と団体交渉を行ったのであるが、

右団体交渉でも労使の主張は平行線をたどり、妥協のきざしを見出せないまま

終了し、このような深刻な対立を目のあたりにした被告の斡旋委員は以後原告

に対し参加人と自主交渉をするよう勧告したことはなく、むしろ自主交渉によ

る解決を困難視し、X1 の解雇問題を含めて和解の斡旋を試みたけれども、X1
の現職復帰に固執する参加人とこれを拒否する原告とが鋭く対立して和解の見

込がなく、斡旋を打切った。

このように昭和四八年一月一七日に団体交渉が決裂して以来 X1 の解雇をめ

ぐる労使の主張は妥協の余地なく対立したままであって、何ら情勢の変化はな
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く、右事実は被告において知悉するところといわなければならない。

第三 証拠関係

一 原告

甲第一号証から第五五号証まで、第五六号証の一、二、第五七号証から第六九号

証まで、第七〇号証の一から三まで、第七一号証の一、二、第七二号証の一から四

まで、第七三号証から第九四号証までを提出し、乙号各証の成立をすべて認め、内

第一号証の成立を認め、その余の丙号各証の成立は知らないと述べた。

二 被告

乙第一号証の一から二八まで、第二号証の一から七まで、第三号証の一から九ま

でを提出し、甲第一号証から第一五号証まで、第二〇号証、第二二号証から第二四

号証まで、第二六号証、第四三号証から第五九号証まで、第六一号証、第七一号証

の一、二、第七二号証の一から四まで、第七三号証から第八三号証まで、第八八号

証から第九〇号証まで、第九四号証の成立を認め、その余の甲号各証の成立は知ら

ないと述べた。

三 参加人

丙第一号証から第四四号証までを提出し、甲第七五号証、第八四号証から第八七

号証まで、第九一号証から第九三号証までの成立は知らないと述べ、その余の甲号

各証の成立を認めた。

理 由

一 本件救済命令の成立

原告が肩書地に事務所を置き建築設計・監理等を業とする従業員数が副所長以下一

五名の株式会社であること、原告が副所長 Y1 を通じて従業員 X1 に対し昭和四七年七

月一日に一次解雇の、昭和四八年四月七日に二次解雇の各意思表示をしたこと、参加

人が同年一〇月一六日被告に対し、参加人の組合員である右 X1 の解雇の件について

原告が参加人との団体交渉を正当な理由がなく拒否しており右は不当労働行為に該当

するとして、原告に団体交渉を拒否してはならないことを命ずる救済の申立をしたこ

と、及び右申立にかかる都労委昭和四八年(不)第九〇号事件について、被告が原告は

同年一月一八日以降正当な理由がなく参加人との団体交渉を拒否しており右は不当労

働行為に当るとして昭和四九年一一月五日付で「被申立人株式会社寿建築研究所は、

申立人建設関連産業労働組合が申し入れた同組合所属の組合員 X1 の解雇の件につい

ての団体交渉を、(ｱ)団体交渉を再開することは無意味であること、(ｲ)組合が暴力を

振うおそれがあることを理由として拒否してはならない。」旨の、本件救済命令を発

し、右命令書の写が同年一一月二〇日原告に交付されたこと、以上の事実は当事者間

に争いがなく、成立に争いのない甲第五四号証によれば、参加人は建設関連産業に従

事する労働者で組織する労働組合であることが認められる。

二 不当労働行為の成否

1 原告と参加人は X1 の一次解雇をめぐって昭和四七年七月二六日以降団体交渉を行

い、同年一一月二八日の団体交渉において原告から X1 の解雇事由として具体的事実

が示されたが、その評価をめぐって原告と参加人の見解が対立したまま交渉が進展せ

ず、昭和四八年一月一七日の団体交渉でも互いに従来の主張を繰り返すばかりで交渉
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が行詰り状態になったため、遂に原告が団体交渉の決裂を宣言したことは当事者間に

争いがなく、いずれも成立に争いのない甲第七一号証の二、第七九号証、乙第三号証

の四、五、七によれば、右見解が対立した要点は、原告が前記事実をもって原告の就

業規則第三〇条第二号および第三号所定の解雇事由に該当するものであり、原告の他

の従業員の X1 に対する評価もきびしい状況にあるので解雇の意思表示を撤回して X1
を復職させる意思はないとするのに対して、参加人は右事実をもって右就業規則の条

項に該らないとして解雇撤回を要求してやまないというものであったことが認められ

る。そして、参加人が被告に対し申請した団体交渉促進斡旋事件において昭和四八年

九月五日被告の斡旋委員立会のもとに原告と参加人が団体交渉を行ったことを除いて、

前記団体交渉決裂後本件教済命令発布に至るまでの間、原告と参加人との間で団体交

渉が開かれたことがなかったことは当事者間に争いがない。

ところで、団体交渉事項に関し労使双方の主張が対立してそれ以上相互に譲歩の意

思がないことが明確になった段階においては、もはや交渉の余地がなくなったのであ

るから、事情の変更が生じない限り更に団体交渉を申し入れることは無意味であるし、

その申入れを拒否することも正当な理由がないことにはならない。被告はこの点につ

いて、原告と参加人は団体交渉決裂後既に一年半以上一度も団体交渉を行わないまま

で経過したのであるから重ねて団体交渉を再開することが無意味であるとは断定しが

たいと主張するが、単なる日時の経過だけでは事情の変更を認めることは困難である。

また、事情変更を理由づける事実の存在については団体交渉再開を申し入れる者にそ

の立証責任があるというべきで、この点は訴訟手続のみならず救済手続においても異

なるところはないが、参加人ないし被告は本訟において右事実の立証を果していると

はいえない。参加人は、当庁昭和四七年(ヨ)第二三四八号 X1 の地位保全仮処分申請

事件の第一回口頭弁論期日に施行された証人尋問により一次解雇が過酷に失し不当で

あることが明らかとなって重大な情勢の変化が生じたと主張するが、具体的にどのよ

うな事実に基いて右の主張を構成するのか明らかではないから採用できない。また X1
に対して二次解雇がなされたことは一個の事情変更であるといえるとしても、この事

実はむしろ原告が従前の主張を譲歩する意思のないこと、したがって交渉の余地がさ

らになくなったことを示すものにほかならないから事情変更の事由とはなしえないも

のである。

そうとすれば、昭和四八年一月一七日に団体交渉が決裂して以来事情の変更があっ

たことの立証がないから、参加人がその主張するように執拗に団体交渉申入を繰返し

原告がこれを拒否しても、原告は正当な理由なく団体交渉を拒否したことにはならな

いというべきである。

2 ただ、本件においては前叙のような経過にもかかわらず、参加人が昭和四八年三月

七日原告に対し X1 の一次解雇の件につき団体交渉を申入れたのに対し、原告が同月

九日付で同月一四日に団体交渉に応ずる旨回答したことは当事者間に争いがないが、

これが端緒となって生じた一連の事件が団体交渉拒否の不当労働行為との関係でどの

ような意義を有するかは検討に値する。前記説示のとおり、事情変更があったことの

主張・立証がない以上原告は参加人からの団体交渉申入に応ずる必要がないわけであ

るが、事情変更の有無を問題にしないで相手方の団体交渉申入に応ずることはもとよ
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り差支えないところであって、応じた以上は合意された団体交渉の実行を正当な理由

なく拒否することは不当労働行為に該ることになるというべきであるからである。た

だこの場合は、事情変更が認められなければいつでもその後に行われるべき団体交渉

を拒否することができるのであって、任意に団体交渉に応じたが故に事情変更の要件

はその後の団体交渉申入について不要になったとか、拒否権を放棄したものとして団

体交渉拒否ができなくなると解すべきでないことはいうまでもないところである。

そこで三月一四日に予定された団体交渉をめぐる動きについてみるに、前掲甲第七

九号証、乙第三号証の七、いずれも成立に争いのない甲第四三号証、第四四号証、第

五四号証、第七一号証の一、第七四号証、第七八号証、第八〇号証、第八一号証、乙

第三号証の三を総合すると、三月七日付参加人の団体交渉申入書には団体交渉の日時

・場所等の希望を記載しなかったが、申入れにあたって原告の事務所で開催するよう

要望していたにもかかわらず、三月九日付の原告の回答書では三月一四日午後六時半

から八時まで目黒区福祉センターで労使双方とも七名以内の交渉委員をもって団体交

渉を行うこととされていたので、参加人は団体交渉の場所の変更を求めるため、書記

長 X2、X1 ら七名の組合員が三月一四日の交渉開始予定時刻の三、四〇分前に原告事

務所を訪れ、副所長 Y1 に対し右事務所で団体交渉を開くべきことを要求したこと、

しかし Y1 がこの申出を拒否し予定通り前記福祉センターで行うとして退去を求めた

ところから、組合員らは Y1、Y3 総務部長、Y2 設計室長らの職制に対し交々数々の暴

行を加えながら執拗に原告事務所で団体交渉を開くべきことを強要し、開始予定時刻

になるや所内に Y1 副所長を無理に坐らせて取り囲み、一方的に「解雇を撤回せよ。」

と詰め寄っていたこと、そこへ Y2 設計室長らが警察官を同道してきたので原告は参

加人の暴力行為を理由に予定の団体交渉を中止したことが認められ、右認定に反する

甲第五三号証から第五五号証まで、乙第三号証の三から五までの記載は信用しない。

右認定事実によれば、参加人の組合員らの行為は団体交渉の場所の変更についての協

議を求める態度とは到底みることはできず、原告が当日予定の団体交渉を拒否したこ

とは正当な理由がないとはいえない。被告は、参加人が団体交渉の席上で暴力を振っ

たことはないから、団体交渉の席上で暴力を振うおそれがあることを理由とする原告

の団体交渉拒否は正当な理由がないと主張し、なるほどそれまでの団体交渉の席上で

参加人が原告に対し暴力を振った形跡を認めるに足りる証拠はないが、しかし右認定

の団体交渉直前における折衝の際の経緯に照らせば、原告が団体交渉の席上での暴力

行為や交渉委員の身辺の安全につき危惧の念を抱くのはもっともである。なお、成立

に争いのない甲第四九号証、第五〇号証によれば、前同日 X2 書記長が全治五日を要

する左下腿擦過傷を、X1 が全治四日を要する右顔面打撲傷を負ったことが認められる

が、このことは叙上の判断に影響を及ぼすものではない。

そして、翌三月一五日参加人が団体交渉を申入れたのに対し、原告は参加人が右一

四日の行為を文書で謝罪しかつ今後暴力行為を一切行わないことを誓約しない限り団

体交渉に応じない旨回答したことは当事者間に争いがなく、前掲甲第七一号証の一、

第七四号証、第七八号証、第七九号証、乙第三号証の七、いずれも成立に争いのない

甲第四六号証、四七号証、を総合すれば、参加人は同月一九日付で原告の右通告は事

実に反するとしてこれを拒否し、却って原告側の暴力行為に対し抗議する旨の書面を
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原告に対し送付したうえ、同月二二日午前九時頃参加人の委員長 X3、X2 書記長、X1
ら五名が原告事務所に乱入し、Y1 副所長に暴行して団体交渉再開を強要し、Y2 設計

室長に対しても暴行を加えたことが認められる。右認定に反する甲第五三号証、乙第

三号証の五、六の記載部分は信用しない。

叙上判示のところからして、前記三月一四日の団体交渉を原告が拒否したことは、

団体交渉拒否の不当労働行為についての証左とはなしえないものというべきである。

3 ところで、原告と参加人は参加人申請の団体交渉促進斡旋事件において昭和四八年

九月五日被告の斡旋委員立会のもとに X1 の解雇の件につき団体交渉を行い、以後原

告は団体交渉を拒否していることは前記のとおりであるが、右団体交渉でも労使の主

張は平行線をたどり、斡旋委員が X1 の解雇問題も含めて和解の斡旋を試みたけれど

も、X1 の原職復帰に固執する参加人とこれを拒否する原告とが鋭く対立して和解の見

込なく斡旋を打切り、斡旋委員も以後自主交渉をするよう勧告したことがないことは

当事者間に争いがない。

右同日以降において団体交渉の再開を相当とすべき事情の変更が生じたことについ

ても、なんら主張・立証がない。

4 以上の諸点からみれば、原告には X1 の解雇の件について参加人との団体交渉を拒

否するにつき正当な理由がないとすることができないことは明らかである。

三 したがって、原告の団体交渉拒否は正当な理由がなく不当労働行為に該当すると判

定して原告に対し参加人との団体交渉を命じた本件救済命令は、瑕疵ある行政処分と

して違法であり、取消を免れない。

よって、原告の本訴請求は理由があるから、正当として認容し、訴訟費用の負担に

つき民訴法八九条、九三条及び九四条を適用して、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第一九部


